
国保年金課からのお知らせ 国保年金課　☎0738-23-5530
FAX0738-24-2890

令和６年度の年金額の改定について
　
　令和６年４月分（６月14日支払分）
からの年金額は、法律の規定により、
３月分までの年金額に比べ、2.7％引
き上げとなります。
　年金を受給されている方には、日本
年金機構から、令和６年６月の年金が
振り込まれる前に「年金額改定通知
書」が届きます。

国民年金の年金額　改定後
令和６年４月分～（年額）

816,000円
1,020,000円
816,000円
816,000円

813,700円
1,017,125円
813,700円
813,700円

　(第１子）234,800円
(第２子）234,800円

（第３子以降） 78,300円
※１　昭和31年４月２日以降に生まれた方　※２　昭和31年４月１日以前に生まれた方

老齢基礎年金　満額
障害基礎年金　１級
障害基礎年金　２級
遺族基礎年金　基本

子の加算

68歳以下※1 69歳以上※2

令和６年度の年金生活者支援給付金額の改定について
　令和６年４月分（６月14日支払分）からの給付
金額は、法律の規定により３月分までの給付金額
に比べ、3.2％の引き上げとなります。
　給付金を受給されている方には、日本年金機構か
ら、令和６年６月の給付金が振り込まれる前に「年
金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。

老齢年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金　１級
障害年金生活者支援給付金　２級
遺族年金生活者支援給付金

令和６年４月分～（月額）
5,310円※

6,638円
5,310円
5,310円

年金生活者支援給付金額　改定後

※基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。

後期高齢者医療制度の保険料率等が改定について
　和歌山県後期高齢者医療制度の令和６・７年度の保険料率等が改定されました（表１）。年間の保険料は、均等
割額（54,428円）と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。また、保険料の賦課限度額（上限保
険料額）が段階的に引き上げられます。
　世帯の所得が低い方に対しては均等割額が軽減される措置があり、令和６年度から対象世帯が拡充されます。世帯内
の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が表２の計算式で算出した金額以下になる場合、均等割額を軽減します。
　なお、令和６年度保険料額の通知は、７月中旬に送付します。

表１　後期高齢者医療制度の保険料率等
所得割率

軽減用所得割率※１

11.04％
10.13％
9.33％

　
均等割額

54,428円

50,317円

　
賦課限度額※２

80万円（73万円）

66万円　　　　　

　
年　　度

令和６・７年度

【参考】令和４・５年度
※１　激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円（年金収入のみの場合211万円）以下の方については、令和６

年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※２　賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます（令和６年度73万円、令和７年

度80万円）。ただし、令和６年度中に75歳に到達する方を除きます。

表２　均等割額軽減割合算出表
　
年度

令和６年度

【参考】令和５年度 　　

軽減割合
５割 ２割

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
＋29.5万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
＋29万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
＋54.5万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
＋53.5万円×（被保険者数）以下

※下表の動物病院でも集合注射会場と同じように注射
　済票の発行が受けられます。

動物病院名 住　所 電　話

おはら動物病院

川﨑動物病院

くまがい動物病院

チカワ動物病院

ひなた動物病院

ひだか犬猫病院

みなべ町
南道329-4

日高町志賀57

湯川町小松原
536-8
有田川町
水尻707-5
有田市
古江見57-3
御坊市薗
571-10

0739-34-5110

0738-63-2506

0738-52-8011

0737-52-6152

0737-82-2778

0738-20-4429

狂犬病予防集合注射に来られる
飼い主の皆さんにお願い

１．注射に来られるときは、犬を押さえられる方
が連れてきてください。

２．犬は、健康体であること（注射前の１週間は、普
段通り調子のいいことを目安にしてください）。

　　まれに予測不可能な副作用が起こる場合があ
ります。

３．次のような犬は、動物病院でご相談のうえ、
病院で狂犬病予防注射を受けてください。
・集合注射の日に犬を押さえられる人がいないとき
・最近（２週間以内）、治療や予防などの処
置を受けた犬
・慢性的病気を持っている犬
・妊娠または発情などで普段と違う状態の犬
・興奮しやすい犬

◆対象犬　生後91日以上の犬
◆手数料（１頭につき）
　狂犬病予防注射　3，250円
　（注射済票550円＋予防注射2，700円）
　飼い犬登録料　　3，000円（生涯登録が未登録の犬）
※おつりがいらないようにお願いします。
※登録している犬には通知書を送付します。
　必ず持参してください。

登録と狂犬病予防注射は法律で義
務づけられています。鑑札と注射
済票は飼い犬につけておかなけれ
ばなりません。もし保護されたと
きには飼い主に連絡することがで
きます。

狂犬病予防注射と飼い犬登録のご案内
狂犬病予防注射は年１回必ず受けましょう。

受付時間 実施場所
９：15～ ９：35
９：40～ ９：55
10：00～10：15
10：20～10：30
10：35～10：45
10：50～11：10
11：15～11：30
１：15～ １：40
１：45～ ２：00
２：05～ ２：25
２：30～ ２：40
２：45～ ３：05
３：10～ ３：30

岩内会館
熊野会館
野口コミュニティセンター
上野口集会場
野口会館
専念寺（藤井）
北吉田集会場
藤田会館
いづみや商店前
御坊保健所
財部東会館
春日会場
勤労青少年ホーム

令和６年４月２日（火）

午
後

午
前

受付時間 実施場所
９：15～ ９：45
９：50～10：00
10：05～10：20
10：25～10：40
10：45～11：05
11：10～11：20
１：15～ １：30
１：40～ ２：05
２：10～ ２：25
２：30～ ２：50
２：55～ ３：15

財部会館
小松原西会館
丸山中央集会場
湯川文化会館
上富安集会場
善童子王子神社
東春日会場
島会館
薗北集会所
小竹八幡神社
市立体育館

令和６年４月３日（水）

午
後

午
前

受付時間 実施場所
９：15～ ９：30
９：35～ ９：50
９：55～10：05
10：10～10：25
10：30～10：45
10：55～11：10
11：15～11：30
１：15～ １：35
１：40～ １：55
２：00～ ２：15
２：20～ ２：35
２：40～ ２：50
３：10～ ３：30

天田会館
湊会館
薬師会場
塩屋王子神社前
南塩屋関電社宅入る三差路
猪野々集出荷場
明神川会館
祓井戸会館
野島会館
名田公民館前
中上楠井出荷場
楠井会館
市立体育館

令和６年４月５日（金）

午
後

午
前

※この日程以外に、動物病院でも予防注射を実施しています。

健康福祉課　☎0738-23-5645
FAX０７３８-52-5108

広報ごぼう 令和６年４月号広報ごぼう 令和６年４月号13


